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2被申立人桜島生コン株式会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交 しなければならない。 

記 

年　月　日 

全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
執行委員長X「殿 
此花分会長　X2　殿 

桜島生コン株式会社 
代表取締役　Y「 

当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法 第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このよ うな行為を繰り返さないようにいたします。 

記 

と灘晋難謀諜増築讃謹呈て蒲夢躍三讃難詰 
円低い額を提示し、同回答を受け入れざるを得ない状態に追い込んだこと 
3　申立人のY」に対する申立ては却下する。 

判定の要旨 �#��(��┼�yd�x��(ﾘb�&8ﾏ�ｹ�Mｲ�,hｺ8ﾘr�
年間一時金交渉において会社は、過積載要求を主とする合理化案を提案し、こ 
れを拒否した組合に他の従業員と比較して30万円低額の回答を受け入れざるを 得ない状態に追い込んだことが支配介入に当たるとされた例。 

4420　団交を命じた例 

組合は年間一時金につき格差額の支払いを求めているが、同一時金について 
は、団交が十分尽されたものとは認められないことから、過積載に応じることを条 
件とすることなく分会との団交に応じるよう命じた例。 

4916　企業に影響力を持つ者 
法人の形骸化等の特段の事情がない限り、企業グループのオーナー個人に対し 
てまで使用者としてその責任を問うことは相当でないとして、組合の請求を却下し 
た例。 
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